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4

衛生費

1 概要

現在、こども健康課と4つの総合事務所地域福祉課を「子育て世代包括支援センター」に

位置づけ、母子保健施策を中心に、専門職(保健師等)が妊産婦及び乳幼児の実情把握や

妊娠・出産・子育てに関する各種相談に対応し、その状況に応じて関係機関と連携しながら

必要な支援を行っている。

今般、新庁舎移転に伴い、子育て関連機能がワンフロア(2階)に集約することに併せ、子

育て世代包括支援センターの機能の強化を図ることにより、妊娠期から子育て期にわたる

切れ目のない支援と誰一人見逃さないための体制づくりを行う。

具体的には、母子保健と子育て支援を一体的に取り組み、あらゆる相談に対応するととも

に必要な支援へとつなぐ。

保健衛生費

項 目

3

母子保健

対策費

番号

2-1

事

子育て世代包括

支援センター運営費

業 名

2

予算額

事業内容【拡大】

0)子育てワンストップ窓口を設置し、あらゆる相談への対応や必要な支援の提供

令和4年4月からこども総合相談を統合し、新庁舎移転に併せ総合相談窓口を設置

する。

(2)母子健康手帳交付時の専門職(保健師等)による妊婦全数面接の実施

令和5年1月から、妊婦が最初に行政と接する母子健康手帳交付時に、保健師.等の

専門職が対面による面接を行い、全ての妊婦とその家庭の現状を把握するとともに、

継続的にその後の支援へとつなげていく。 ※実施方法については別糸即のとおり

(3)支援プランの作成及ぴ支援状況の進行管理

妊産婦等と対話しながら支援プランを作成し、支援プランの進行管理を行いながら、

その家庭の状況に合わせた支援を行う。

(4)子育て全般に係る支援メニューの情報集約、市民への提供及び切れ目のない支援

のための子育て関係団体との連携強化

千円

3,667
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3 事業費内訳

報酬

予算額

共済費

旅費

こども

健康課

1,071

'需用費

159

中央総合

事務所

役務費

使用料及

び賃借料

53

2,237

東総合

事務所

848

65

2,200

159

4

82

223

財源内訳

3,667

36

34

会計年度任用職員に係る報酬

事.業費

37

82

会計年度任用職員に係る共済費

主な内容

2,316

17

(単位:千円)

21

千円

3,667

子ども・子育て支援交付金※1

国庫補助率事業費(母子健康手帳購入経費を除く3,223千円)の2/3

子ども・子育て支援交付金※2

県補助率事業費(母子健康手帳購入経費を除く3,223千円)のV6

※3 保険料個人負担金

会計年度任用職員に係る通勤手当

国庫支出金※1

母子健康手帳購入費等消耗品費

相談力ード等印刷製本費

1,101

、J

10 保健師活動に係る船車券購入費等

千円

2,148

OA機器借上料

250

県支出金※2

財

千円

537

源

地方債

内

千円

その他※3

千円

4

一般財源

千円

978

、

-2-
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現状

◆子育て関連の機能は、

別館1階にこども総合相談やひとり親の相談、児童扶養手当などを所管する「子育て支援課」

母子手帳の交付など母子保健を所管する「こども健康課」、

中央総合事務所が所管している乳幼児健康診査を行う「健診室」、
0、

別館3階に、にども部長室」、保育所や幼稚園等を所管する「幼児課」、放課後児童クラブや ーー＼
青少年の健全育成を所管する「こどもみらい課」、

「市民会館」で育児学級やツインズ広場などの教室を実施

畢
◆子育てをされている市民にとって、現在の市庁舎における子育て関連の機能は集約されておらず、不便で
わかりづらい状況

新市庁舎2階子育て関連フロアのあり方について

◆窓口のスペース傭β合上、手続きを行う座席の横に子ども用の椅子やべビーペツトが設置てきていない

対応できる窓口数が少ない、プライバシーへの配慮が十分でない

畢
◆子育てをされている市民にとって、利用し1こくい状況

新市庁舎

子育てワンストッフ゜フロアとしての役割を果たすためソフト面の充実

子育てされている市民が気軽に安心して利用しやすいよう1こ「わかりやすく、迷わせない」環境づくり1こ取り組む

係網子育て関連機能(手続き・相談・健診・こども健康教室等)を、全て2階フロアに集約

どこに
行ったら
いいの?

.

行ったり
来たり

具体的な取組みは次頁



子育てワンストツフワロアとしての役割を果たすためのソフト面の充実

1 子育て総合相談の機能の充実(長市子育て世代包括支援センター)

(1)子育てワンストッブ窓口を設置し、あらゆる相談への対応や必要な支援の提供

(2)子育て全般に係る支援メニユーの情報集約・市民への情ま尉是供

(3)母子健康手帳交付時の専門職(保健師・助産師等)による面接及び実情把握

2 子育て関連業務の連携

(1)相談から支援や手続き等が必要な場合は、各所属が連携して対応することで、子育て関連の相談や手続きがワンフロアで完結

(2)窓口を移動する必要がある場合は、職員力確実に次へ繋ぎ、市民が最後まで迷うことなく手続き等を終えることができる。

3 利用しやすい環境づくり

(1)お子さん連れでも安心して気軽に利用できる環境づくり

①親子が待ち時間も楽しく過ごせるようキッズスペースを設置し、遊具や玩具を置く。キッズスペースの周りには申請書等が記載
できるようテーブルを配置

②窓口の座席の間隔を広く確保し、子ども用の椅子やキャスター付きぺビーベッドを窓口の座席の横に配置
③棄見しみやすく楽しい雰囲気になるように、壁にイーカオのキャラクターを表示。イメージカラーは暖かい雰囲気のオレンジに近い黄色
④健診室に子ども用トイレと授乳室を配置し、南側トイレ近く1こも授乳室と子ども用トイレを配置、西側トイレに子ども用イ更座設置

イーカオ(2)子育て報の総合発信
プラザに

①子育て家庭に有益な最新情報をわ力町やすく発信 みんなが行ったら

いい顔に
②子育で情報を発イ言するためのモニターを設置

③子育で盾報コーナーを設置し、あらゆる盾報を提供

(3)プライバシーに配慮した対応

①相談室(3室)を活用し、市民の視点に立ったプライバシーに十分に配慮した対応をする。

②窓口には、まわりから見えないように間イ士切りバネルを設置

ゞ
■



多獅「イーカオブラザ」

2階フロアを市民に広く認識し、親しみやすく、
気軽に利用してもらうための愛称

「イーカオ(※)」にっいては、
長崎市の子育ての情報発信の愛称として、長崎市の子育

てのホームヘージの名称となっていることや、子育てガイト

ブツク等の広報物にも掲哉していることから、市民において

も一定認知されているため。

※子育てをする上で、いつも子どもたち

が「いいかお」でいて欲しいという意味。

さらに、子どもだけではな(子育て家庭や

子育て家庭を支えるみんなが「いいかお」

であることを願うもの。

「プラザ」1こついては、
「公共の広場」という意味があり、キツズスヘースを中心とし

て、広場のように明るく開放的な雰囲気の場所であるため。

畢猫巡 イーカオブラザレイアウトイメージ

囲

0

キャラクター

イーカオ

「子育て世代包括支擾

センター」の相談業籍

として実施する

鬪

子ども家麿

総合支擾拠点

子育て世代

包括支橿センター

症口に囲まれるように

キッズスペースを配置,

総合相談窓口

M-45m^、1

100

.

^^＼

0

各家庭に庫じた適制

な支援へつなぐ

キツズ

スベース

.

^^、、

匝

相談室3

乳幼児健診・育児学級等

各種申請・手続き

相談室2

保育所入所、児童扶養手当や

放課後児童クラブに関する窓口等

キッズスペースの周りに

相鱗用テーヅルを配置

乳幼児健診室・こども健康室

相談室1

0
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「子育て世代包括支援センターの」機能強化について

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援誰一人見逃さない体制づくり目指すところ

新庁舎移転後(R5,1月~)現状
R4.4月から、新体制に向けたを実施

母子保健と干育て支援を一体的に敗り組み、相談対応や必要な支援を提供することで、妊娠期から子育て期にわたる靭れ目のない支授を行う。

本庁においては、相談窓口を、イーカオプラザr総合相誠窓口」に一元化し、子育てのあらゆる相談に対応するとともに、周知徹底を図るまナ・、地域
においては、子育て支援センターを拡充している二とから、連携による相談対応の充実を図る。さらに、時問外の相談対応を検討する。

本庁において、子育て世代包括支援センター業務に専念できる休制を整える。

妊婦全員の実情把握と必要な支援のために、子育て世代包括支援センターの専門職が母子健康手帳を交付・面接を行う体制を整備する。

こども閏連部署が個人データを必要に応じて共有できるようなシステムを構築する。(検討中)
妊産婦等に対する支援プランを作成し、それに基づく支援を行う。また、支援状況の進行管理を行う

関係機関との連携強化のため連絡・情報交換しながら、継続的・包括的な支援を行う

子育て世代包括支援センター

総合事務所地域福祉課子育てサポート課(本庁)

交付・全数接
面)

・妊塵婦等との対話を通した支擾プラン作成と進行管理
(ローリスク妊)セルフプラン
U、イリスウ妊・特定妊及び支が必な例)

ブラン

.

・母子保健は」ども健康課が担当し、子育て支援は子育て支援課が担当している。

・相談窓口がわかりにくいとともに、周知不足である。さらに時間外の相談対応ができていない。

・本庁において、子育て世代包括支援センター全体を調整する役割が不足している。

・妊婦への面接が全員とできておらず、妊婦の実惰把握・保健指導が不十分である。

・センター問では個人データの共有ができているが、センター以外の部署とはシステムが異なり共有ができていない。
・地区担当保健師による個別支援を行っており、支援台帳は担当者が主となり作成しているが、さらなる充実が必要である。
・継続的・包括的支援のため、及ぴ子育て情報発信のため、関係機関との連携をさらに深める必要がある

子育て世代包括支援センター

こども健康課(本庁) 総合事務所地域福祉課

・母子健康手帳交付時の問診
面談・①本庁交付分の専門職面接
家庭②地域センター交付分の問診票による把握及び ・乳幼児健診等
訪問委託助産師による相談(電話・訪問)

・妊産婦健診等

実情
把握 情報

収集
・関係機関から得た脩報の収集

記録 ・情報システム※への記録と共有
※個人データを管理するシステム

相談対応・
保健指導

・妊産婦・乳幼児の相談窓口

支援プランの
策定

における子育て支擾に閥わる閥係機艇との連揚

・支援台帳の作成
※保健指導の状況を、情報システムに記録し管理

連絡調整

・関係機朋から得た情報の収集

実施癖業

・関係機関(母子保健開係機関中心)との
連絡調整

妊産婦や乳幼児に対する母子保健牢業

・情報システムへの記録と共有

相談支援
(子ども家庭総

支援拠点)

実施事業

・妊産婦・乳幼児の相談
・早L幼児健診等での保健指導・相談
・劼問等による保健指導・相談

こども総合相談、

要支援児童及び要保護児童等への支援業務・要保護児童対策地域協議会の開催

子育て家庭に対する子育て支援事業

・ハイリスク亭例に対する支援台帳の作成(主に地区担
当保健師対応)
※特定妊婦は、必要時子ども家庭総合支援拠点と連携

゛ー

子育iで・支援課

面談・
家庭
訪問

゛
゛

0

・地域1

実情
把握

・母子手
(本庁交付分の
・妊産婦健診等
・総合相談窓口での画按等

^

^
、

、 ゛

凧

ける子育て支援に関わる関係機関との連携

情報
収集

訂日

・庁内外の子育て支擾にかかる情報収集

記録・情報システムへの記録と共有

口n鋪■

相談対
保健指導

四

イーカオブラザ「合相

・子覽てのあらゆる相咳に対庫
・子育て全般に係る支按メニユーの
・各禦 1こ応Uた支擾メニューへの

.

支援プランの
策定

・支擾プランーづく状況の全体的な進行
※支援プランの様式を定め、情報シス丁厶内で管理

・妊婦等との対籍を通したブラン作成
セルフブラン(ローリスク

(,、イリスク妊・特定妊)支按プラン

・母子健康手交付・全
(地域センター交付分の専
・孚L幼児健診等

連絡調整

※子てサポート課にて実施

実施事案

ロ」

・関係機関から得た情報の収集

・庁内外の子て支擾に阿わる部暑・周係橡贋との達携

・情報システムへの記録と共有

母子保健・子提事業の一元的な提供

相談支援

接
職面接)

・妊産婦・乳幼児の相談
・乳幼児健診等での保健指導・相談
・訪問等による保健指導・相談

・子育て支掻セン虫一との連排強化

子ども家庭総合支援拠点

要支援児童及ぴ要保護児童等への支援業務・要保護児童対策地域協識会の開催

太字;新規拡大など機能強化を図るもの(うち、赤字:重点的に取り組むもの)

彪
須
業
務

必
須
業
務



母子健康手帳交付時の専門職による妊婦全数面接の実施について

一巫]

窓口

本庁

こども健康課

予約

総合事務所

・各地域センター

・地区事務所

全25 か所

開設

時間

不要

常時

月1回休日対応

R5.1月~

対応
専門職による

交付及び面接

妊娠届問診票を

もとに、専門職が

保健指導

ハイリスク者は、

地区保健師が継

続支援

本庁

不要

新庁舎2階

イーカオプラザ

巨ーヨ

妊婦

への

支援

常時

事務職による交付

総合事務所

・西浦上地域センター

・東長崎地域センター

・南総合事務所

・北総合事務所

4か所

妊娠届問診票による

スクリーニング

り、イリスク者は、地

区保健師が継続支援

・ローリスク者で同

意があれぱ、委託助

産師が電話対応。

不要

常時

月1回休日対応

要

(市HP アンケー

トフオーム・電

話にて予約受付)

R2

交付

実績

専門職による交付及び面接

匝至^

、

妊娠届問診票をもとに、専門職が保健

指導及び支援プラン作成

ハイリスク者は、支援プランに基づ

き、地区保健師が継続支援

1,272 人

曜日・時間指定

※

※開設時間

1,443 人

(うち、連絡が取れ

西浦上地域センター

専門職による面接の内容

東長崎地域センター

ない人約 415 人)

・母子健康手帳と別冊の利用方法の説明
・心身の健康面,生活面の保健指導
・健康りスク・社会経済りスクに対する
相談対応

・その家庭の状況に応じたサービスや
制度等の紹介

・,刑辰・出産・子育て期を通した相談先の
紹介
【その他、交付と記録を合わせて約45分】

南総合事務所

口

北総合事務所

月・水・金 10:00~15:00

月・水・金 10:00~15:00

(約 20分)

曜日・時間

火・木

火・木

全員面接へ

10 ・ 00~15 ・ 00

10:00~15:00

ーフー

中央総合事務所

対応

東総合事務所

(調整中)

南総合事務所

、

北総合事務所

窓



【スケジュール】

令和3年度

R4.2月

議会(予算審議)

令和4年度

R4.4月

実施方法の調整

゛ーー・ーー^

゛ーーーーー^

周知方法の検討

専門職面接方法の
マニュアル化

R4.6月

゛ー・^,

地域センターへの説明

R4.8月

◆^・

産科医療機閏等へ
の周知協力依頼
゛・^・

゛ーーーーー^

広報媒体等周知準備

面接会場の環境整備

R4.10月 R4.12月 R5.1月

(新庁舎移転)

一

面接予約開始

市民及ぴ関係機関への周知

.

母子健康手帳

全數面接開始

-8-

'

環
境
整
備

周
知


